
包括委任状（特例法施規§６ 、様式６ ） 

 特許異議申立人の代理人の包括委任状には、「すべての他人の特許に関 

する特許異議の申立て及びこれらの取下げ」や「すべての他人の特許又は 

商標（ 防護標章） 登録に関する異議の申立て及びこれらの取下げ」の記載 

があれば、特許異議申立書または代理人選任届に包括委任状番号を記載す 

ることにより援用することができます。 

特許権者の代理人の包括委任状には、「すべての特許権・・・これらに関 

する権利に関する手続・・・並びにこれらの手続の取下げ」の記載があれ 

ば、代理人選任届に包括委任状番号を記載することにより援用することが 

できます。 

 

(記載例) 

包括委任状 

令和   年  月  日 

 

私は、（ 識別番号○○○○○○○○○）弁理士○○○○氏をもって代理人と

して下記事項を委任します。 

記 

１ すべての特許出願、特許権の存続期間の延長登録の出願、実用新案登 

録出願、意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願に関する手 

続並びにこれらの出願に関する出願の放棄及び出願の取下げ 

１ すべての実用新案登録出願又は意匠登録出願から特許出願への変更 

１ すべての特許出願又は意匠登録出願から実用新案登録出願への変更 

１ すべての特許出願又は実用新案登録出願から意匠登録出願への変更 

１ すべての通常の商標登録出願から団体商標の商標登録出願、地域団体 

商標の商標登録出願又は防護標章登録出願への変更 

１ すべての団体商標の商標登録出願から通常の商標登録出願、地域団体 

商標の商標登録出願又は防護標章登録出願への変更 

１ すべての地域団体商標の商標登録出願から通常の商標登録出願、団体 

商標の商標登録出願又は防護標章登録出願への変更 

１ すべての防護標章登録出願から通常の商標登録出願、団体商標の商標 

登録出願又は地域団体商標の商標登録出願への変更 

１ すべての特許出願又は実用新案登録出願に基づく特許法第４ １ 条第１ 項 

又は実用新案法第８ 条第１ 項の規定による優先権の主張及びその取下げ 

１ すべての実用新案登録に基づく特許法第４ ６ 条の２ 第１ 項の規定による 

特許出願及び出願の取下げ 

１ すべての特許権、実用新案権、意匠権及び商標権並びにこれらに関する 

権利に関する手続並びにこれらの権利の放棄並びにこれらの手続の取下げ 

１ すべての特許出願に関する出願公開の請求 

１ すべての特許出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願 



及び書換登録の申請に関する拒絶査定に対する審判の請求及びその取下 

げ 

１ すべての他人の特許出願についての出願審査の請求 

１ すべての他人の特許権、特許権の存続期間の延長登録、実用新案権、 

意匠権、商標権及び防護標章登録に基づく権利に関する無効審判の請求 

及びその取下げ 

１ すべての他人の特許に関する特許異議の申立て及びこれらの取下げ 

１ すべての他人の商標（ 防護標章） 登録に関する登録異議の申立て及び 

その取下げ 

１ すべての他人の商標権に関する商標登録の取り消しの審判の請求及び 

これらの取下げ 

１ 上記手続に関する復代理人の選任 

 

住所（ 居所） 

氏名（ 名称）      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特許異議の申立てに係る委任状 

特許異議申立人の代理人の委任状には、「特許○○○○○○号に関する 

特許異議の申立て及びその取下げ」の記載が必要です。 

特許権者の代理人の委任状には、「特許第○○○○○○号に関する手続及 

びこれらの手続の取下げ」や「特許○ ○ ○ ○ ○ ○ 号の特許異議の申立てに 

関する手続及びこれらの手続の取下げ」の記載が必要です。 

 

（ 記載例１ ： 特許異議申立人の代理人の委任状） 

委任状 

令和  年  月  日 

私は、（ 識別番号○○○○○○○○○）弁理士○○○○氏をもって代理人と

して下記事項を委任します。 

記 

１ 特許○○○○○○号に関する特許異議の申立て及びその取下げ 

 

住所（ 居所） 

氏名（ 名称）      

 

 

 

（ 記載例２ ： 特許権者の代理人の委任状） 

委任状 

令和  年  月  日 

私は、（ 識別番号○○○○○○○○○）弁理士○○○○氏をもって代理人と

して下記事項を委任します。 

記 

１ 特許○○○○○○号に関する手続及びこれらの手続の取下げ 

 

住所（ 居所） 

氏名（ 名称）      

 


